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☆༊民税(ᬑ㏻徴収)の納にはཱྀᗙ᭰ࢆご⏝ください☆
ᬑ通徴収の特別区民税・都民税の納をཱྀᗙ᭰にしてみまࡏんか。

ཱྀᗙ᭰にしますと納めᛀれがなく、ᛁしいにも便でᏳᚰです。もࡕろん、ࡕ࠺ࡺ

。ご㏆所の方にもཱྀᗙ᭰をお່めくださいࡦ銀行も用できます。⤌合員のⓙᵝ、ぜࡻ

なお、特別徴収の特別区民税・都民税と軽自動車税（種別割）は、ཱྀᗙ᭰の対象እで

す。

᪉ἲࡳ㎸ࡋ⏦۔

㡸(㈓)金通ᖒ、通ᖒの༳㚷、納税通知書または納書をおᣢࡕください。

先ࡳ㎸ࡋ⏦۔

㡸(㈓)金ཱྀᗙのある区ෆの金融機関、区役所納税ㄢ、各区民事務所の❆ཱྀ

※ 㡸(㈓)金ཱྀᗙのある区እの金融機関や郵㏦でのおᡭ⥆きをᕼᮃされる方は、下グၥ

合ࡏඛまでご㐃⤡ください。

㎸ཷ᪥と᭰㛤ጞ᭶⏦۔

⏦ ㎸ ᪥  ᭰ 㛤 ጞ ᭶  ᭰ ᪥

㸯㸰᭶㸯㸯᪥࡛ࡲ 㸯᭶（第㸲ᮇศ） 㸯᭶㸱㸯᪥

※ 令５年度➨１期ศ、➨２期ศ、➨３期ศ、１年๓納ศの受は⤊しました。

【問合せ先】 納税課収納⟶理係 TEL ３８８０－５２３８

ሗࡾࡼ⪥ 特別徴収の༊民税の納にはࠕඹ㏻納税ࡀ࣒ࠖࢸࢫࢩ⏝࡛きࡍࡲ！

特別徴収の特別༊民税・㒔民税の納᪉ἲとࡋてࠊ௧ඖᖺ 10᭶ࡽ eLTAXࢆά⏝ࡓࡋ納

税ࠕ࣒ࢸࢫࢩඹ㏻納税ࡀ࣒ࠖࢸࢫࢩᅜの自య࡛✌ാࡋていࠋࡍࡲ

ヲࡋくはᆅ᪉税ඹྠᶵᵓのࢆࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ごぴいࡓだく࠾ࠊ㟁ヰ࡛࠾問合せくださいࠋ

ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍・ https://www.eltax.lta.go.jp

・㟁ヰ 㸮㸳㸵㸮-㸮㸶㸯㸲㸳㸷 ཪは 㸮㸱-㸳㸳㸰㸯-㸮㸮㸯㸷

☆⯆税（特別༊民税・㒔民税のᆒ等割㢠のቑ㢠）☆
ᅜの法ᚊを受け、ᖹᡂ２６年度から令５年度までの１０年㛫、区ෆの㜵⅏機⬟のྥୖ

をᅗるため、特別区民税と都民税のᆒ等割額をࡑれࡒれ年㛫５００ቑ額しています。こ

の⯆税を㈈※とする、ᶫの⿵ᙉ、公ᅬへの㜵⅏対⟇タഛのタ⨨、ᘓ⠏≀⪏㟈ಁ㐍など

の区ෆの㜵⅏やῶ⅏のための事業は、ᖹᡂ２４年度からᖹᡂ２㸵年度にかけてඛ行してᐇ

しています。

【問合せ先】 課税課ᗢ務係 TEL ３８８０－５８４７
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☆軽自動車税（種別割）の納税と届出☆
軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日現在、軽自動車やバイクを所有している方が納

める税金です。納期限は、５月３１日でしたが、納税がまだお済みでない方はお早めに銀

行・郵便局・コンビニエンスストア・区役所・各区民事務所でお納めください。

【問合せ先】

納税については 納税課滞納整理第一係 TEL ３８８０－５２３６

納税課滞納整理第二係 TEL ３８８０－５２３７

廃車等の届出については 課税課軽自動車税係 TEL ３８８０－５８４８
※ 登録・変更手続きと問合せ先は、下の表のとおりです。

車 種 登録・変更手続きと問合せ先

原動機付自転車(排気量１２５㏄以下のバイク)
小型特殊自動車(フォークリフト等)・ミニカー

足立区中央本町１－１７－１
課税課軽自動車税係 TEL ３８８０－５８４８(直通)

軽二輪車(排気量１２５㏄超～２５０㏄以下のバイク)
二輪の小型自動車(排気量２５０㏄超のバイク)

足立区南花畑５－１２－１
東京運輸支局足立自動車検査登録事務所
(足立車検場) TEL ０５０－５５４０－２０３１

軽四(三)輪自動車
足立区宮城 1－２４－２０
軽自動車検査協会足立支所 TEL ０５０－３８１６－３１０２

☆特別徴収義務者の皆様へ☆

個人住民税の特別徴収にご協力ください！

特別徴収とは
事業主（給与支払者）が従業員（納税者）に代わり毎月の給与から

個人住民税を差し引き、納入していただく制度です。
東京都６２区市町村では、原則すべての事業者を特別徴収義務者に

指定しています！

特別徴収義務者に指定された事業者へは

特別徴収税額通知書をお届けしています。
特別徴収事務の運用をよろしくお願いします。

税額通知書の見方については、足立区公式ホームページをご参照ください。

https://www.city.adachi.tokyo.jp/ze/tokutyouzeituu-mikata.html

○ 給与から差し引いた住民税は、翌月１０日までに納入をお願いします。
（納期限が土曜・日曜・祝日等の場合は翌金融機関営業日）

○ 変更の特別徴収税額通知書が届いたら給与からの差引金額を変更してください。

○ 特別徴収対象の従業員が退職や休職などにより給与の支払いを受けなくなったとき
は、「給与所得者異動届出書」を速やかに提出してください。（翌月１０日までの提出
が法令で定められています。）
※「給与所得者異動届出書」は「特別徴収税額通知書」に同封の「特別徴収のしおり」の中にあります。

足立区公式ホームページからダウンロードすることもできます。

【問合せ先】 課税課課税第二係 TEL ３８８０－５４１８

個人住民税
ＰＲキャラクター

ぜいきりん
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